
１．はじめに
松山観光港ターミナルは、平成12年10月開業し

た。民活法特定施設のうち物流系を除いて最も新

しい施設である。多くの民活法特定施設が第三セ

クターにより経営されているが、経営は楽ではな

い。そのような中で松山観光港ターミナル㈱は、

現在のところ経営は順調に推移しているように見

受けられる。

第三セクターが経営している民活法特定施設の

多くが経営上芳しくないことから、民活法に問題

があったとか、第三セクターに問題があるという

意見が時には聞かれる。しかし、松山観光港ター

ミナルの場合には、第三セクターにより運営され

ている民活法特定施設であって経営状態は極めて

健全である。だとすれば、民活法や第三セクター

に対する一般論としての批判は当たらないことに

なる。

このたび松山観光港ターミナルを訪問する機会

があったので、このような視点で以下に少し詳し

く松山観光港ターミナルについて報告する。

施設概要

プロジェクト名：松山観光港ターミナル

特定施設：旅客ターミナル施設　民６イ（平成

11年９月30日計画認定）

構　　造：鉄骨造２階（駐車場：鉄骨造２階３層）

敷地面積：2,860m2（駐車場：1,905m2）

（うち建築面積：2,673m2）

延床面積：4,153.14m2（駐車場：5,715m2）（うち

特定施設部分：1,312m2（駐車場：

3,710m2））

設 計 者：㈱アールアイエー

施 工 者：門屋・横田　JV

工　　期：平成11年10月14日～平成13年３月31日

事業者概要

事業者名：松山観光港ターミナル㈱

所 在 地：愛媛県松山市高浜町5-2259-1

設立年月日：平成10年４月23日

資 本 金：600,000千円

資本構成：官64.0％、民36.0％
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